
2019年12月03日 

日本-インドＰＰＨ試行プログラム
－ 2019.12.05より開始 － 

－日インド特許審査ハイウェイ試行プログラムについて － 

◆ 日本国特許庁とインド商工省産業国内振興局は、日印特許審査ハイウェイ（ＰＰＨ）試行開始に係る合意文書への署名。 

◆ ＰＰＨ申請の受付は、２０１９年１２月０５日から開始。試行期間は３年間。 

◆ インドがＰＰＨのような二国間の早期審査協力を行うのは、日本が初。 

■ 概要

（１）ＰＰＨ申請可能件数 

 日本、インドそれぞれ、ＰＰＨ申請件数は、年間１００件まで。
 インドへのＰＰＨ申請件数は、１出願人あたり 年間１０件まで（共同出願の場合も含む）。

（２）インドへのＰＰＨ申請の対象となる技術分野 

 電気、電子、コンピュータサイエンス、情報技術、物理、土木、機械、繊維、自動車、冶金に限定（対応ＩＰＣの詳細はＪＰＯウェブサイト ※1）。
 なお、インドから日本へのＰＰＨ申請は技術分野の制限はなし。

（３）第一国出願の制限 

 最先の出願が日本又はインドに行われたものに限ってＰＰＨ申請を行うことが可能。
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